
議案第９５号 

 

大田原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について 

大田原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１２月１１日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

大田原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条第１項の規定に基づき、大田原市教育委員会

の職務権限に係る事務のうち、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 文化に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 

 ⑵ 文化財の保護に関すること。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （大田原市文化財保護条例の一部改正） 

２ 大田原市文化財保護条例（昭和５２年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４

号。以下「法」という。）第１８２条第２項の規定に基づき

、法及び栃木県文化財保護条例（昭和３８年栃木県条例第２

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４

号。以下「法」という。）第１８２条第２項の規定に基づき

、法及び栃木県文化財保護条例（昭和３８年栃木県条例第２



０号。以下「県条例」という。）の規定による指定を受けた

文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち市にと

って重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措 

置を講じ、もって市の文化的向上に資することを目的とする。 

０号。以下「県条例」という。）の規定による指定を受けた

文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち市にと

つて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措 

置を講じ、もつて市の文化的向上に資することを目的とする。 

（財産権の尊重及び他の公益との調整） （財産権の尊重及び他の公益との調整） 

第３条 市長は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有

権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の

公益との調整に留意しなければならない。 

第３条 大田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

は、この条例の執行に当たつては関係者の所有権その他の財

産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整

に留意しなければならない。 

（指定） （指定） 

第４条 市長は、市の区域内に存する有形文化財（法第２７条

第１項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例

第４条第１項の規定により栃木県指定有形文化財に指定され

たものを除く。以下同じ。）のうち市にとって重要なものを

大田原市指定有形文化財（以下「市指定有形文化財」という

。）に指定することができる。 

第４条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財（法第

２７条第１項の規定により重要文化財に指定されたもの及び

県条例第４条の規定により栃木県指定有形文化財に指定され

たものを除く。以下同じ。）のうち市にとつて重要なものを

大田原市指定有形文化財（以下「市指定有形文化財」という

。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、市長は、あらかじめ指

定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者

（以下「占有者」という。）の同意を得なければならない。

ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りで

ない。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらか

じめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく

占有者（以下「占有者」という。）の同意を得なければなら

ない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この

限りでない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項の規定による指定は、前項の規定による告示があっ

た日からその効力を生じる。 

４ 第１項の規定による指定は、前項の規定による告示があつ

た日からその効力を生じる。 

５ 第１項の規定による指定をしたときは、市長は、当該市指 ５ 第１項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当



定有形文化財の所有者又は所有者の代表者に指定書を交付し

なければならない。 

該市指定有形文化財の所有者又は所有者の代表者に指定書を

交付しなければならない。 

（解除） （解除） 

第５条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を

失った場合その他特殊の事由がある場合は、市長は、当該指

定を解除することができる。 

第５条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を

失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、

その指定を解除することができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 市指定有形文化財について、法第２７条第１項の規定によ

り重要文化財の指定があったとき又は県条例第４条第１項の

規定により栃木県指定有形文化財の指定があったときは、市

指定有形文化財の指定は解除されたものとする。 

３ 市指定有形文化財について、法第２７条第１項の規定によ

り重要文化財の指定があつたとき又は県条例第４条の規定に

より栃木県指定有形文化財の指定があつたときは、市指定有

形文化財の指定は解除されたものとする。 

４ 前項の場合において、市長は、その旨を告示するとともに

、市指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければな

らない。 

４ 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するととも

に、市指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければ

ならない。 

５ 第２項で準用する前条第３項の規定による市指定有形文化

財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通

知を受けたときは、所有者又は所有者の代表者は、速やかに 

市指定有形文化財の指定書を市長に返付しなければならない。 

５ 第２項で準用する前条第３項の規定による市指定有形文化

財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通

知を受けたときは、所有者又は所有者の代表者は、速やかに

市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければな

らない。 

（所有者又は占有者の管理義務及び管理責任者） （所有者又は占有者の管理義務及び管理責任者） 

第６条 市指定有形文化財の所有者又は占有者は、この条例並

びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い、市指定有形文

化財を管理しなければならない。 

第６条 市指定有形文化財の所有者又は占有者は、この条例並

びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従

い、市指定有形文化財を管理しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は ３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は



、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理責

任者を解任した場合も同様とする。 

、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

管理責任者を解任した場合も同様とする。 

４ （略） ４ （略） 

（所有者の変更等） （所有者の変更等） 

第７条 市指定有形文化財の所有者を変更したときは、新所有

者は旧所有者に対して交付された指定書を添えて、速やかに

その旨を市長に届け出なければならない。 

第７条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有

者は旧所有者に対して交付された指定書を添えて、速やかに

その旨を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若

しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市

長に届け出なければならない。この場合において、氏名若し

くは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、指定書を添

えて届け出なければならない。 

２ 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若

しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教

育委員会に届け出なければならない。この場合、氏名若しく

は名称又は住所の変更が所有者に係るときは、届出の際、指

定書を添えなければならない。 

（滅失、毀損等） （滅失及びき損） 

第８条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは

毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、

所有者（管理責任者がある場合は、その者）は、速やかにそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

第８条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは

き損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、

所有者（管理責任者がある場合は、その者）は、速やかにそ

の旨を教育委員会に届け出なければならない。 

（所在の変更） （所在の変更） 

第９条 市指定有形文化財の所在する場所を変更しようとする

ときは、所有者（管理責任者がある場合は、その者）は、あ

らかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、

規則で定める場合は、この限りでない。 

第９条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとすると

きは、所有者（管理責任者がある場合は、その者）は、あら

かじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただ

し、教育委員会規則の定める場合は、この限りでない。 

（管理又は修理の補助） （管理又は修理の補助） 

第１１条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用

を要し、所有者が当該負担に堪えない場合その他特別の事情

第１１条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用

を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情



がある場合には、市長は、当該経費の一部に充てさせるため

、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すること

ができる。 

がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、

当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することが

できる。 

２ 前項の補助金を交付する場合において、市長は、その補助

の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとと

もに、指揮監督することができる。 

２ 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補

助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示すると

ともに、指揮監督することができる。 

（補助金の返還等） （補助金の返還等） 

第１２条 前条第１項の規定による補助金の交付を受ける所有

者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は

、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有

者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。 

第１２条 前条第１項の規定による補助金の交付を受ける所有

者が次の各号の一に該当するに至つたときは、市は、当該補

助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し

既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるこ

とができる。 

⑴ 管理又は修理に関し、条例又は規則に違反したとき。 ⑴ 管理又は修理に関し、条例又は教育委員会規則に違反し

たとき。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 前条第２項の補助の条件に従わなかったとき。 ⑶ 前条第２項の補助の条件に従わなかつたとき。 

（有償譲渡の場合の納付金） （有償譲渡の場合の納付金） 

第１３条 市長が修理又は管理に関し必要な措置（以下この条

において「修理等」という。）につき第１１条第１項の規定

により補助金を交付した市指定有形文化財のその当時におけ

る所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に

係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を有償で譲

り渡した場合においては、当該補助金の額から当該修理等が

行われた後、当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費

やした金額を控除して得た金額を市長に納付しなければなら

第１３条 市が修理又は管理に関し必要な措置（以下この条に

おいて「修理等」という。）につき第１１条第１項の規定に

より補助金を交付した市指定有形文化財のその当時における

所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係

る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡

した場合においては、当該補助金の額から当該修理等が行わ

れた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費やした

金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。 



ない。 

２ 前項に規定する補助金の額とは、補助金の額を、補助に係

る修理等を施した市指定有形文化財につき市長が定める耐用

年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行

った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控

除した残余の年数（１年に満たない部分があるときは、これ

を切り捨てる。）を乗じて得た金額に相当する金額とする。 

２ 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助

に係る修理等を施した市指定有形文化財につき市が定める耐

用年数で除して得た金額に更に当該耐用年数から修理等を行

つた時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控

除した残余の年数（１年に満たない部分があるときは、これ

を切り捨てる。）を乗じて得た金額に相当する金額とする。 

３ 補助金による修理等が行われた後、当該市指定有形文化財

を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市

長は、第１項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の

納付を免除することができる。 

３ 補助金による修理等が行われた後、当該市指定有形文化財

を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市

は、第１項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納

付を免除することができる。 

（管理又は修理に関する勧告） （管理又は修理に関する勧告） 

第１４条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市

指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれ

があると認めるときは、市長は、所有者又は管理責任者に対

し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要

な措置を勧告することができる。 

第１４条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市

指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれ

があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任

者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関

し必要な措置を勧告することができる。 

２ 市指定有形文化財が毀損している場合において、その保存

のため必要があると認めるときは、市長は、所有者に対し、

当該修理について必要な勧告をすることができる。 

２ 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存

のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に

対し、その修理について必要な勧告をすることができる。 

（現状変更等の制限） （現状変更等の制限） 

第１５条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又は

その保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の

許可を受けなければならない。ただし、現状の変更について

は維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場

第１５条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又は

その保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委

員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更に

ついては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を



合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場

合は、この限りでない。 

執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微で

ある場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定め

る。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会

規則で定める。 

３ 市長は、第１項の許可を与える場合において、当該許可の

条件として現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必

要な指示をすることができる。 

３ 教育委員会は、第１項の許可を与える場合において、その

許可の条件として現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に

関し必要な指示をすることができる。 

４ 第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかっ

たときは、市長は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影

響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことがで

きる。 

４ 第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつ

たときは、教育委員会は許可に係る現状の変更若しくは保存

に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すこと

ができる。 

（修理の届出等） （修理の届出等） 

第１６条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、あら

かじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第

１１条第１項の規定による補助金の交付、第１４条第２項の

規定による勧告又は前条第１項の規定による許可を受けて修

理を行う場合は、この限りでない。 

第１６条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、あら

かじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただ

し、第１１条第１項の規定による補助金の交付、第１４条第

２項の規定による勧告又は前条第１項の規定による許可を受

けて修理を行う場合は、この限りでない。 

２ 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、市

長は、前項の届出に係る修理に関し指導し、助言を与えるこ

とができる。 

２ 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教

育委員会は前項の届出に係る修理に関し指導と助言を与える

ことができる。 

第１８条 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、６月以

内を期限とし、市長の行う公開の用に供するため、当該市指

定有形文化財を出品することを勧告することができる。 

第１８条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、

６月以内の期間を限つて教育委員会の行う公開の用に供する

ため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することが

できる。 

２ 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、３月以内を期 ２ 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、３月以



限とし、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができ

る。 

内の期間を限つて、当該市指定有形文化財の公開を勧告する

ことができる。 

３ （略） ３ （略） 

４ 市長は、第１項の規定により出品した所有者に対し、損料

を支払うことができる。 

４ 市は、第１項の規定により出品した所有者に対し、損料を

支払うことができる。 

５ 市長は、第１項の規定により市指定有形文化財が出品され

たときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理

の責めに任ずべき者を定めなければならない。 

５ 教育委員会は、第１項の規定により市指定有形文化財が出

品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財

の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。 

６ 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、第２項の規定

による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関

し、必要な指示をすることができる。 

６ 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、第２項

の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管

理に関し、必要な指示をすることができる。 

７ 第１項又は第２項の規定により出品し、又は公開したこと

に起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は毀損したと

きは、市長は、所有者に対しその通常生ずべき損失を補償す

る。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、

又は毀損したときは、この限りでない。 

７ 第１項又は第２項の規定により出品し、又は公開したこと

に起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したと

きは、市は、所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する

。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によつて滅失し、又

はき損した場合は、この限りでない。 

第１９条 前条第２項の規定による公開の場合を除き、市指定

有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供す

るため、第９条の規定による届出があった場合には、前条第

６項の規定を準用する。 

第１９条 前条第２項の規定による公開の場合を除き、市指定

有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供す

るため、第９条の規定による届出があつた場合には、前条第

６項の規定を準用する。 

（調査） （調査） 

第２０条 市長は、必要があると認めるときは、市指定有形文

化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財

の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めること

ができる。 

第２０条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定

有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形

文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求め

ることができる。 



（所有者変更に伴う権利義務の承継） （所有者変更に伴う権利義務の承継） 

第２１条 市指定有形文化財の所有者を変更したときは、新所

有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づく市長

の勧告、指示その他の処分について旧所有者の権利義務を承

継するものとする。 

第２１条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所

有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づく教育

委員会の勧告、指示その他の処分について旧所有者の権利義

務を承継するものとする。 

（指定） （指定） 

第２２条 市長は、市の区域内に存する無形文化財（法第７１

条第１項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び

県条例第２０条第１項の規定により栃木県指定無形文化財に

指定されたものを除く。）のうち市にとって重要なものを大

田原市指定無形文化財（以下「市指定無形文化財」という。

）に指定することができる。 

第２２条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財（法

第７１条第１項の規定により重要無形文化財に指定されたも

の及び県条例第２０条第１項の規定により栃木県指定無形文

化財に指定されたものを除く。）のうち市にとつて重要なも

のを大田原市指定無形文化財（以下「市指定無形文化財」と

いう。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をする場合において、市長は、当該

市指定無形文化財の保持者又は保持団体（市指定無形文化財

を保持する者が主たる構成員となっている団体であって、代

表者の定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、当該市

指定無形文化財の保持者又は保持団体（市指定無形文化財を

保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定め 

のあるものをいう。以下同じ。）を認定しなければならない。 

３ 第１項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、

当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しよ

うとするもの（保持団体にあっては、代表者）に通知してす

る。 

３ 第１項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、

当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しよ

うとするもの（保持団体にあつては、代表者）に通知してす

る。 

４ 市長は、第１項の規定による指定をした後においても、当

該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに

足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保

持団体として追加認定することができる。 

４ 教育委員会は、第１項の規定による指定をした後において

も、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定

するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者

又は保持団体として追加認定することができる。 



５ （略） ５ （略） 

６ 第２項及び第４項の規定による認定をしたときは、市長は

、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認

定書を交付しなければならない。 

６ 第２項及び第４項の規定による認定をしたときは、教育委

員会は当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者

に認定書を交付しなければならない。 

（解除） （解除） 

第２３条 市指定無形文化財が、市指定無形文化財としての価

値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、市長は、当

該指定を解除することができる。 

第２３条 市指定無形文化財が、市指定無形文化財としての価

値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会

はその指定を解除することができる。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなった

と認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持

団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の

事由がある場合は、市長は、当該認定を解除することができ

る。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつた

と認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持

団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の

事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することが

できる。 

３ （略） ３ （略） 

４ 市指定無形文化財について法第７１条第１項の規定により

重要無形文化財の指定があったとき又は県条例第２０条第１

項の規定により栃木県指定無形文化財の指定があったときは

、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。 

４ 市指定無形文化財について法第７１条第１項の規定により

重要無形文化財の指定があつたとき又は県条例第２０条第１

項の規定により栃木県指定無形文化財の指定があつたときは

、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。 

５ 前項の場合において、市長は、その旨を告示するとともに

、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又

は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなけ

ればならない。 

５ 前項の場合には、教育委員会はその旨を告示するとともに

、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又

は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなけ

ればならない。 

６ 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき（消滅

したときを含む。以下この条及び次条において同じ。）は、

保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の

６ 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき（消

滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。）は

、保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者



全てが死亡したとき又は保持団体の全てが解散したときは、

市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合

において、市長は、その旨を告示しなければならない。 

のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散した

ときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

この場合には、教育委員会はその旨を告示しなければならな

い。 

（保持者の氏名変更等） （保持者の氏名変更等） 

第２４条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡した

ときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を市長に

届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地

若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散し

たときも、代表者（保持団体が解散した場合にあっては、代

表者であった者）について同様とする。 

第２４条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡した

ときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委

員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の

所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は

解散したときも、代表者（保持団体が解散した場合にあつて

は、代表者であつた者）について同様とする。 

（保存） （保存） 

第２５条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要がある

と認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存

のため適当な措置を執るものとする。 

第２５条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要

があると認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その

他保存のため適当な措置を執るものとする。 

２ 保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と

認める者に対し、市長は、当該保存に要する経費の一部を予

算の範囲内で補助することができる。 

２ 保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と

認める者に対し、市は、その保存に要する経費の一部を予算

の範囲内で補助することができる。 

３ （略） ３ （略） 

（公開） （公開） 

第２６条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に

対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の

所有者に対し当該記録の公開を勧告することができる。 

第２６条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持

団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の 

記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。 

２ 前項の場合には第１８条第３項及び第６項の規定を、前項

の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財

２ 前項の場合には、第１８条第３項及び第６項の規定を、前

項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化



の記録が滅失し、又は毀損した場合には同条第７項の規定を

準用する。 

財の記録が滅失し、又はき損した場合には同条第７項の規定

を準用する。 

（保存に関する助言又は勧告） （保存に関する助言又は勧告） 

第２７条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体そ

の他保存に当たることを適当と認める者に対し、当該保存の

ため必要な助言又は勧告をすることができる。 

第２７条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持

団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その

保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 

（指定） （指定） 

第２８条 市長は、市の区域内に存する有形の民俗文化財（法

第７８条第１項の規定により重要有形民俗文化財に指定され

たもの及び県条例第２６条第１項の規定により栃木県指定有

形民俗文化財に指定されたものを除く。）のうち市にとって

重要なものを大田原市指定有形民俗文化財（以下「市指定有

形民俗文化財」という。）に、無形の民俗文化財（法第７８

条第１項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの

及び県条例第２６条第１項の規定により栃木県指定無形民俗

文化財に指定されたものを除く。）のうち市にとって重要な

ものを大田原市指定無形民俗文化財（以下「市指定無形民俗

文化財」という。）に指定することができる。 

第２８条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化

財（法第７８条第１項の規定により重要有形民俗文化財に指

定されたもの及び県条例第２６条第１項の規定により栃木県

指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。）のうち市に

とつて重要なものを大田原市指定有形民俗文化財（以下「市

指定有形民俗文化財」という。）に、無形の民俗文化財（法

第７８条第１項の規定により重要無形民俗文化財に指定され

たもの及び県条例第２６条第１項の規定により栃木県指定無

形民俗文化財に指定されたものを除く。）のうち市にとつて

重要なものを大田原市指定無形民俗文化財（以下「市指定無

形民俗文化財」という。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による市指定無形民俗文化財の指定をするに当

たっては、市長は、当該市指定無形民俗文化財の保存団体（

市指定無形民俗文化財を保存することを主たる目的とする団

体であって代表者の定めのあるものをいう。以下この章にお

いて同じ。）を認定することができる。 

２ 前項の規定による市指定無形民俗文化財の指定をするに当

たつては、教育委員会は、当該市指定無形民俗文化財の保存

団体（市指定無形民俗文化財を保存することを主たる目的と

する団体であって代表者の定めのあるものをいう。以下この

章において同じ。）を認定することができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第２項の規定による保存団体の認定には、第２２条第３項 ５ 第２項の規定による保存団体を認定するには、第２２条第



及び第６項の規定を準用する。 ３項及び第６項の規定を準用する。 

（解除） （解除） 

第２９条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が

、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての

価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、市長は、

当該指定を解除することができる。 

第２９条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が

、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての

価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員

会は、その指定を解除することができる。 

２ 保存団体がその構成員の異動のため保存団体として適当で

なくなったと認められる場合その他特殊の事由がある場合は

、市長は、当該認定を解除することができる。 

２ 保存団体がその構成員の異動のため保存団体として適当で

なくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは

、教育委員会は、その認定を解除することができる。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について

、法第７８条第１項の規定により重要有形民俗文化財若しく

は重要無形民俗文化財の指定があったとき又は県条例第２６

条第１項の規定により栃木県指定有形民俗文化財若しくは栃

木県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定

有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除され

たものとする。 

６ 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について

、法第７８条第１項の規定により重要有形民俗文化財若しく

は重要無形民俗文化財の指定があつたとき又は県条例第２６

条第１項の規定により栃木県指定有形民俗文化財若しくは栃

木県指定無形民俗文化財の指定があつたときは、当該市指定

有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除され

たものとする。 

７ （略） ７ （略） 

８ 第６項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除につい

ては、市長は、その旨を告示しなければならない。 

８ 第６項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除につい

ては、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。 

９ 保存団体が解散したとき（消滅したときを含む。）は、保

存団体の認定は解除されたものとする。この場合において、

市長は、その旨を告示しなければならない。 

９ 保存団体が解散したとき（消滅したときを含む。）は、保

存団体の認定は解除されたものとする。この場合には、教育

委員会は、その旨を告示しなければならない。 

（市指定有形民俗文化財の保護） （市指定有形民俗文化財の保護） 

第３０条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又 第３０条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又



はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらか

じめその旨を市長に届け出なければならない。 

はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらか

じめその旨を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは

、市長は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及

ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。 

２ 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは

、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影

響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。 

（市指定無形民俗文化財の保存） （市指定無形民俗文化財の保存） 

第３２条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要が

あると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記

録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができ

るものとし、市長は、保存団体その他その保存に当たること

を適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予

算の範囲内で補助することができる。 

第３２条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため

必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について

自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ること

ができるものとし、市は、保存団体その他その保存に当たる

ことを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部

を予算の範囲内で補助することができる。 

２ （略） ２ （略） 

（市指定無形民俗文化財及び当該記録の公開） （市指定無形民俗文化財及びその記録の公開） 

第３３条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存団体に対し市

指定無形民俗文化財の公開を、市指定無形民俗文化財の記録

の所有者に対し当該記録の公開を勧告することができる。 

第３３条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存団体に

対し市指定無形民俗文化財の公開を、市指定無形民俗文化財

の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができ

る。 

２ （略） ２ （略） 

（市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告） （市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告） 

第３４条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存団体その他そ

の保存に当たることを適当と認める者に対し、当該保存のた

めに必要な助言又は勧告をすることができる。 

第３４条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存団体そ

の他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保

存のために必要な助言又は勧告をすることができる。 

（市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作

成等） 

（市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作

成等） 



第３５条 市長は、市の区域内に存する市指定無形民俗文化財

以外の無形の民俗文化財（法第９１条において準用する法第

７７条第１項の規定により文化庁長官が選択したもの及び県

条例第３０条第１項の規定により栃木県知事が選択したもの

を除く。）のうち特に必要のあるものを選択して、自らその

記録を作成し、保存し、又は公開することができる。 

第３５条 教育委員会は、市の区域内に存する市指定無形民俗

文化財以外の無形の民俗文化財（法第９１条において準用す

る法第７７条第１項の規定により文化庁長官が選択したもの

及び県条例第３０条第１項の規定により栃木県知事が選択し

たものを除く。）のうち特に必要のあるものを選択して、自

らその記録を作成し、保存し、又は公開することができる。 

２ 前項の無形の民俗文化財の記録の作成、保存又は公開につ

いて適当と認める者に対し、市長は、当該経費の一部を予算

の範囲内で補助することができる。 

２ 前項の無形の民俗文化財の記録の作成、保存又は公開につ

いて適当と認める者に対し市は、その経費の一部を予算の範

囲内で補助することができる。 

３ （略） ３ （略） 

（指定） （指定） 

第３６条 市長は、市の区域内に存する記念物（法第１０９条

第１項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定された

もの及び県条例第３１条第１項の規定により栃木県指定史跡

、栃木県指定名勝又は栃木県指定天然記念物に指定されたも

のを除く。）のうち市にとって重要なものを大田原市指定史

跡、大田原市指定名勝又は大田原市指定天然記念物（以下「

市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。）に指定すること

ができる。 

第３６条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物（法第１

０９条第１項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に

指定されたもの及び県条例第３１条第１項の規定により栃木

県指定史跡、栃木県指定名勝若しくは栃木県指定天然記念物

に指定されたものを除く。）のうち市にとつて重要なものを

大田原市指定史跡、大田原市指定名勝又は大田原市指定天然

記念物（以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。）

に指定することができる。 

２ （略） ２ （略） 

（解除） （解除） 

第３７条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記

念物としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合

は、市長は、当該指定を解除することができる。 

第３７条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記

念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるとき

は、教育委員会は、その指定を解除することができる。 

２ 市指定史跡名勝天然記念物について、法第１０９条第１項 ２ 市指定史跡名勝天然記念物について、法第１０９条第１項



の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があった

とき又は県条例第３１条第１項の規定により栃木県指定史跡

、栃木県指定名勝若しくは栃木県指定天然記念物の指定があ

ったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除さ

れたものとする。 

の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があつた

とき又は県条例第３１条第１項の規定により栃木県指定史跡

、栃木県指定名勝若しくは栃木県指定天然記念物の指定があ

つたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除さ

れたものとする。 

３ （略） ３ （略） 

（標識等の設置） （標識等の設置） 

第３８条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、規則の定め

る基準により市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識 

、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。 

第３８条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会

規則の定める基準により市指定史跡名勝天然記念物の管理に

必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置す

るものとする。 

（土地の所在等の異動の届出） （土地の所在等の異動の届出） 

第３９条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地につ

いて、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があった

ときは、所有者（第４２条で準用する第６条第２項の規定に

より選任した管理責任者がある場合は、その者）は、速やか

にその旨を市長に届け出なければならない。 

第３９条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地につ

いて、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつた

ときは、所有者（第４２条で準用する第６条第２項の規定に

より選任した管理責任者がある場合は、その者）は、速やか

にその旨を教育委員会に届け出なければならない。 

（現状変更等の制限） （現状変更等の制限） 

第４０条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更

し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは

、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更

については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置

を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微

である場合は、この限りでない。 

第４０条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更

し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは

、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状

の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応

急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響

の軽微である場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定め ２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会



る。 規則で定める。 

３ （略） ３ （略） 

（設置及び所掌事務） （設置及び所掌事務） 

第４３条 法第１９０条第１項の規定に基づき、市長の附属機

関として大田原市文化財保護審議会（以下「審議会」という

。）を置く。 

第４３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条

の４第３項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として大 

田原市文化財保護審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に

関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関

して市長に建議する。 

２ 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び

活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事

項に関して教育委員会に建議する。 

（審議会への諮問） （審議会への諮問） 

第４４条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ審

議会に諮問しなければならない。 

第４４条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらか

じめ審議会に諮問しなければならない。 

⑴～⑻ （略） ⑴～⑻ （略） 

（審議会の組織等） （審議会の組織等） 

第４５条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４５条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

（規則への委任） （教育委員会規則への委任） 

第４６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第４６条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 

（罰則） （刑罰） 

第４７条 市指定有形文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した

者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。 

第４７条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した

者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。 

第４８条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はそ

の保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、毀損し、又

は衰亡するに至らしめた者は、５万円以下の罰金又は科料に

第４８条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はそ

の保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又

は衰亡するに至らしめた者は、５万円以下の罰金又は科料に



処する。 処する。 

第４９条 第１５条又は第４０条の規定に違反して、市長の許

可を受けず、若しくは当該許可の条件に従わないで、市指定

有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更

し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は市長の

現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に 

従わなかった者は、３万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

第４９条 第１５条又は第４０条の規定に違反して、教育委員

会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、

市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状

を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は

教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の

停止の命令に従わなかつた者は、３万円以下の罰金若しくは

科料に処する。 

第５０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関

して、前３条の違反行為をしたときは、当該行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

第５０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関

して、前３条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

附 則 附 則 

（施行日） （新設） 

１ （略） １ （略） 

（大田原市文化財保護条例の廃止） （新設） 

２ （略） ２ （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

 （大田原市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （大田原市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

４ 大田原市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（設置） （設置） 



第１条 市内の考古、歴史、民俗等の資料（以下「資料」とい

う。）を保護活用し、もって文化財の保護及び郷土愛の育成

に寄与することを目的とし、歴史民俗資料館を設置する。 

第１条 市内の考古、歴史、民俗等の資料（以下「資料」とい

う。）を保護活用し、もって文化財保護及び郷土愛の育成に

寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。 

（事業） （事業） 

第３条 大田原市歴史民俗資料館（以下「資料館」という。）

は、次に掲げる事業を行う。 

第３条 大田原市歴史民俗資料館（以下「資料館」という。）

は、次に掲げる事業を行う。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が設置目的を達成する

ために必要と認める事業 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために

必要な事業 

（職員） （職員） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（削る） ２ 館長は、非常勤の職員をもってこれに充てる。 

（休館日） （休館日） 

第５条 資料館の休館日は、次のとおりとする。 第５条 資料館の休館日は、次のとおりとする。 

⑴ 毎週月曜日（当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日」とい

う。）に当たるときは、その翌日） 

⑴ 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝

日」という。）に当たるときは、その翌日。 

⑵ １２月２９日から１月３日まで ⑵ 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）。ただ

し、前号の祝日を除く。 

２ 市長は、前項に規定する休館日のほか、資料館の管理上必

要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館す

ることができる。 

２ 大田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、

前項に規定する休館日のほか、資料館の管理上必要があると

きは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することがで

きる。 

（開館時間） （開館時間） 

第６条 資料館の開館時間は、午前９時から午後５時までとす 第６条 資料館の開館時間は、午前９時から午後５時までとす



る。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更す

ることができる。 

る。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、

これを変更することができる。 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第８条 入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は

滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その額

を減額し、又はこれを免除することができる。 

第８条 入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は

滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるとき

は、その額を減額し、又はこれを免除することができる。 

（委任） （委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で

定める。 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が

規則で定める。 

 


